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同意案第８０号 

 

   教育委員会委員の任命の同意について 

 

 東広島市教育委員会委員に次の者を任命することについて、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、

議会の同意を求める。 

 

  令和３年６月７日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  渡 部 和 彦 



‐２‐ 

 （提案理由） 

 東広島市教育委員会委員渡部和彦氏の任期が令和３年６月３０日をもって満了す

るため、その後任の委員の任命について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

第４条 

２ 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教

育、学術及び文化（－略－）に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体

の長が、議会の同意を得て、任命する。 



‐３‐ 

同意案第８１号 

 

   東広島市白市財産区管理委員の選任の同意について 

 

 東広島市白市財産区管理委員に次の者を選任することについて、東広島市白市財

産区管理会条例（平成１４年東広島市条例第８号）第３条の規定により、議会の同

意を求める。 

 

  令和３年６月７日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  福 村 基 樹 

  



‐４‐ 

 （提案理由） 

 東広島市白市財産区管理委員池田和三氏が死去したため、その後任の委員の選任

について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市白市財産区管理会条例 

第３条 委員は、財産区の区域内に引き続き３か月以上住所を有する者で、東広島

市の議会（以下「市議会」という。）の議員の被選挙権を有するもの（－略－）

のうちから、市長が市議会の同意を得て選任する。 



 

‐５‐ 

議案第８２号 

 

   広島中央環境衛生組合規約の変更に関する協議について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第２項の規定により、広島中

央環境衛生組合規約（平成２１年指令市行第４３号）を別紙のとおり変更すること

に関し、関係地方公共団体と協議することについて、同法第２９０条の規定によ

り、議会の議決を求める。 

 

  令和３年６月７日提出 

 

東広島市長    垣    德    



 

‐６‐ 

 （提案理由） 

 広島中央エコパークの供用開始に伴う広島中央環境衛生組合規約の変更に関し、

関係地方公共団体と協議することについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２８６条 

２ 一部事務組合は、第２８７条第１項第１号、第４号又は第７号に掲げる事項の

みに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、構成団体の協議により

これを定め、前項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をし

なければならない。 

第２９０条 第２８４条第２項、第２８６条（－略－）及び前２条の協議について

は、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 



 

‐７‐ 

別紙 

 

   広島中央環境衛生組合規約の一部を改正する規約 

 

 広島中央環境衛生組合規約（平成２１年指令市行第４３号）の一部を次のように

改正する。 

 第４条中「東広島市西条町上三永１０７６６番地１」を「東広島市西条町上三永

１０７５９番地２」に改める。 

   附 則 

 この規約は、令和３年１０月１日から施行する。 

 



‐８‐ 

議案第８３号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 財産を次のとおり無償で譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和３年６月７日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市河内町入野７６４１番地１ 

 (2) 種別 建物 

 (3) 構造 木造平屋建て 

 (4) 延べ面積 １０２.０６平方メートル 

２ 相手方 

  東広島市河内町入野７０２１番地１ 

  大矢・大仙自治会 

  会長 有 本 英 雄 



‐９‐ 

 （提案理由） 

 大矢コミュニティホームの建物を大矢・大仙自治会に無償で譲渡することについ

て、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 



‐１０‐ 

議案第８４号 

 

   財産の減額貸付けの変更について 

 

 平成２年６月２２日議決第６６号により議決を経た東広島保健医療センターの敷

地に係る財産の減額貸付けを次のとおり変更することについて、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和３年６月７日提出 

 

                 東広島市長    垣    德 

 

 「２ 貸付料（年額） １１２万６,７００円」を「２ 貸付料（年額） １１

６万６００円」に改める。 



‐１１‐ 

 （提案理由） 

 一般社団法人東広島地区医師会に減額して貸し付けている東広島保健医療センタ

ーの敷地について、貸付料の算定の基礎となる土地の評価額が上昇したことに伴

い、当該貸付料の額を改定するため、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 

 



‐１２‐ 

議案第８５号 

 

   財産の無償貸付けについて 

 

 財産を次のとおり無償で貸し付けることについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和３年６月７日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 財産の表示 

 (1) 所在 東広島市河内町入野字中ノ坪７６４１番１の一部ほか１筆 

 (2) 種別 土地 

 (3) 地目 宅地 

 (4) 面積 ４０３.８６平方メートル 

２ 貸付期間 

  令和３年８月１日から令和８年３月３１日まで 

３ 相手方 

  東広島市河内町入野７０２１番地１ 

  大矢・大仙自治会 

  会長 有 本 英 雄 



‐１３‐ 

 （提案理由） 

 大矢コミュニティホームを無償で譲渡することに伴い、その敷地の用に供されて

いる土地を当該譲渡を受ける者に無償で貸し付けることについて、議会の議決を求

めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 

 



‐１４‐ 

議案第８６号 

 

   市道の路線の廃止について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項において準用する同法第８

条第２項の規定により、次の市道の路線を廃止するため、議会の議決を求める。 

 

  令和３年６月７日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

路 線 名 起    点 終    点 
重要な 

経過地 

下 見 ２ ２ 号 線 
東広島市西条町下見４５

３０番１地先 

東広島市西条町下見字西

側３３１５番１地先 

 

上 組 １ ０ 号 線 
東広島市八本松町飯田字

森ノ元７２７番１地先 

東広島市八本松町宗吉字

貞国１番７地先 

 



‐１５‐ 

 （提案理由） 

 市道の路線の見直しにより終点を変更する市道の路線を廃止するため、議会の議

決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 道路法 

第８条 

２ 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらか

じめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。 

第１０条  

３ 第７条第２項から第８項まで及び前条の規定は前２項の規定による都道府県道

の路線の廃止又は変更について、第８条第２項から第５項まで及び前条の規定は

前２項の規定による市町村道の路線の廃止又は変更について、それぞれ準用す

る。 

 



‐１６‐ 

議案第８７号 

 

   市道の路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、次の路線を市

道として認定するため、議会の議決を求める。 

 

  令和３年６月７日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

路 線 名 起    点 終    点 
重要な 

経過地 

寺家北６１号線 
東広島市西条町寺家字国

実６２３０番７地先 

東広島市西条町寺家字国

実６２３１番１７地先 
 

寺家北６２号線 
東広島市西条町寺家字福

原４５５８番３地先 

東広島市西条町寺家字福

原４６７７番１地先 
 

寺家南６７号線 
東広島市西条町寺家字梶

永７７３０番５地先 

東広島市西条町寺家字梶

永７７３１番１６地先 
 

御 薗 宇 東 

８ ３ 号 線 

東広島市西条町御薗宇字

前長者１０６２１番２９

地先 

東広島市西条町御薗宇字

前長者１０６２１番７地

先 

 

御 薗 宇 西 

６ １ 号 線 

東広島市西条町御薗宇字

滝原２８３８番５地先 

東広島市西条町御薗宇字

滝原２８３８番５地先 
 

上 組 ２ ４ 号 線 
東広島市八本松町宗吉字

貞国１番７地先 

東広島市八本松町宗吉字

貞国１番４６地先 
 

中 組 ６ ５ 号 線 
東広島市八本松飯田九丁

目１０３番２０地先 

東広島市八本松飯田九丁

目１０３番４６地先 
 

中 組 ６ ６ 号 線 
東広島市八本松飯田八丁

目１２１５番１地先 

東広島市八本松飯田八丁

目１２１１番３６地先 
 

宗 吉 北 ７ 号 線 

東広島市八本松町宗吉字

三反田１１６９番１地先 

東広島市八本松町宗吉字

三反田１１８０番２２地

先 

 

下 見 ２ ２ 号 線 
東広島市西条町下見４５

３０番１地先 

東広島市西条町下見字西

側３３３６番地先 
 

上 組 １ ０ 号 線 
東広島市八本松町飯田字

森ノ元７２７番１地先 

東広島市八本松町飯田字

梶久７７０番１地先 
 

 



‐１７‐ 

 （提案理由） 

 住宅団地内の道路及び市道の路線の廃止に伴い終点を変更した路線を市道として

認定するため、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 道路法 

第８条 

２ 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらか

じめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。



 

‐１８‐ 

議案第８８号 

 

   請負契約の締結について 

 

 令和３年度小学校施設整備事業ほか川上小学校グラウンド造成工事の請負契約を

次のとおり締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１２５号）第２条の規定により、議

会の議決を求める。 

 

  令和３年６月７日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

１ 契約の目的 

  令和３年度小学校施設整備事業ほか川上小学校グラウンド造成工事 

２ 契約の方法 

  条件付一般競争入札 

３ 契約金額 

  ４億７,７５１万円 

４ 契約の相手方 

  シンクコンストラクション・中村基礎特定建設工事共同企業体 

  代表構成員 東広島市西条土与丸一丁目５番５５号 

シンクコンストラクション株式会社 

        代表取締役 正 路 隆 弘 

  構 成 員 東広島市福富町上竹仁字貞末２０７番地 

        株式会社中村基礎 

        代表取締役 鈴 木 寿 則 
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 （提案理由） 

 令和３年度小学校施設整備事業ほか川上小学校グラウンド造成工事の請負契約を

締結するに当たり、その予定価格が１億５,０００万円以上であるため、議会の議

決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。 
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議案第８９号 

 

   附属機関の設置に関する条例の一部改正について 

 

 附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和３年６月７日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

   附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例 

 

 附属機関の設置に関する条例（昭和５０年東広島市条例第３４号）の一部を次の

ように改正する。 

 別表東広島市歴史文化基本構想策定委員会の項中「及び東広島市文化財保存活用

計画」を「、東広島市文化財保存活用計画及び東広島市文化財保存活用地域計画」

に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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 （提案理由） 

 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）に基づく文化財保存活用大綱を広島

県が策定したことに合わせて、東広島市文化財保存活用地域計画の策定に関する事

項を東広島市歴史文化基本構想策定委員会の審議事項に追加するため、この条例案

を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第１３８条の４ 

③ 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機

関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問

又は調査のための機関を置くことができる。－略－ 
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議案第９０号 

 

   東広島市税条例の一部改正について 

 

 東広島市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和３年６月７日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市税条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市税条例（昭和４９年東広島市条例第３３号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２４条第２項中「及び扶養親族」の右に「（年齢１６歳未満の者及び控除対象

扶養親族に限る。以下この項において同じ。）」を加える。 

 第３２条第１号中「扶養親族」の右に「（年齢１６歳未満の者及び控除対象扶養

親族に限る。）」を加える。 

 第３６条の３の３第１項中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢１６歳未満の者

に限る」に改める。 

 附則第５条第１項中「及び扶養親族」の右に「（年齢１６歳未満の者及び控除対

象扶養親族に限る。以下この項において同じ。）」を加える。 

 附則第６条中「令和４年度」を「令和９年度」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。ただし、附則第６条の改正規定

は、令和４年１月１日から施行する。 

２ 改正後の第２４条第２項、第３２条第１号、第３６条の３の３第１項及び附則

第５条第１項の規定は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税について適用

し、令和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 
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 （提案理由） 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）等の一部改正に伴い、個人の市民税に係

る扶養親族の範囲を変更するとともに、特定一般用医薬品等購入費に係る医療費控

除の特例を延長するため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方税法 

第３条 地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴

収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 
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議案第９１号 

 

   東広島市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について 

 

 東広島市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

 

  令和３年６月７日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市固定資産評価審査委員会条例（昭和４９年東広島市条例第１２９号）の

一部を次のように改正する。 

 第１条中「、第４３３条第９項」を「第４３３条第９項」に改める。 

 第２条第３項中「。以下「規程」という。」を削る。 

 第４条第４項を削り、同条第５項中「第３項」を「前項」に改め、同項を同条第

４項とし、同条第６項を同条第５項とする。 

 第８条第５項中「記載し、提出者がこれに署名押印をしなければならない」を「

記載しなければならない」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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 （提案理由） 

 固定資産評価審査に係る審査申出書及び口頭審理の口述書の押印又は署名を求め

る手続について、その押印又は署名を不要とするとともに、所要の規定の整理を行

うため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号） 

第４３６条 この法律に規定するもののほか、固定資産評価審査委員会の審査の手

続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。 
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議案第９２号 

 

   東広島市コミュニティ活動施設設置及び管理条例の一部改正について 

 

 東広島市コミュニティ活動施設設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。 

 

  令和３年６月７日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市コミュニティ活動施設設置及び管理条例の一部を改正する条 

   例 

 

 東広島市コミュニティ活動施設設置及び管理条例（昭和５５年東広島市条例第２

５号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１大矢コミュニティホームの項を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和３年８月１日から施行する。
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 （提案理由） 

 大矢コミュニティホームを無償で譲渡することに伴い、当該地域集会所を廃止す

るため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。 
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議案第９３号 

 

   東広島市手数料条例の一部改正について 

 

 東広島市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和３年６月７日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市手数料条例（平成１２年東広島市条例第１２号）の一部を次のように改

正する。 

 別表第３の３２の項を次のように改める。 

32 削除     

   附 則 

 この条例は、令和３年９月１日から施行する。 
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 （提案理由） 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

２５年法律第２７号）の一部改正に伴い、個人番号カード再交付手数料を廃止する

ため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例で

これを定めなければならない。－略－ 



‐３０‐ 

議案第９４号 

 

   東広島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

   の一部改正について 

 

 東広島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例を次のように定める。 

 

  令和３年６月７日提出 

 

                 東広島市長    垣    德 

 

   東広島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

   の一部を改正する条例 

 

 東広島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６

年東広島市条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「第５章 事業所内保育事業（第４２条－第４８条）」を
「第５章 事業 

第６章 雑則 

所内保育事業（第４２条－第４８条） 
に改める。 

（第４９条）           」

 本則に次の１章を加える。 

   第６章 雑則 

 （電磁的記録） 

第４９条 家庭的保育事業者等及びその職員は、記録、作成その他これらに類する

もののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正

本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報

が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うこと

が規定されているもの又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面

に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に
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供されるものをいう。）により行うことができる。 

   附 則 

 この条例は、令和３年７月１日から施行する。 
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 （提案理由） 

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１

号）の一部改正に伴い、電磁的記録による記録等に係る基準を定めるため、この条

例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号） 

第３４条の１６ 市町村は、家庭的保育事業等の設備及び運営について、条例で基

準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精

神的及び社会的な発達のために必要な保育の水準を確保するものでなければなら

ない。
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議案第９５号 

 

   東広島市市民文化センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に    

ついて 

 

 東広島市市民文化センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を

次のように定める。 

 

  令和３年６月７日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市市民文化センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正    

   する条例 

 

 東広島市市民文化センターの設置及び管理に関する条例（平成４年東広島市条例

第１９号）の一部を次のように改正する。 

 第７条第１項中「次のとおり」を「１２月２８日から翌年の１月４日までの日」

に改め、各号を削る。 

 別表第１の１の表備考１中「休日」を「国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に規定する休日」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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 （提案理由） 

 東広島市市民文化センターの休館日を変更するため、この条例案を提出するもの

である。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。 


